
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
一
号

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
国
民
生
活
の
安
定
向
上
並
び
に
国
民
経
済
の
維
持
及
び
発
展
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
利
用
が
地
域
及
び
地
球
の
環
境
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
か
ん

が
み
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
基
本
方
針
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
を
長
期
的
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
地
域
及
び
地
球
の
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
我
が
国
及
び
世
界
の
経
済
社
会
の
持
続
的
な
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

（
安
定
供
給
の
確
保
）

第
二
条
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給
に
つ
い
て
は
、
世
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
国
際
情
勢
が
不
安
定
な
要
素
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
石
油
等
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
輸
入
に
お
け
る
特
定
の
地
域
へ
の
過
度
な

依
存
を
低
減
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
に
と
っ
て
重
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
開
発
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
輸
送
体
制
の
整
備
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
備
蓄
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
効
率
化
を
推
進
す
る
こ
と
並
び
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
し
適

切
な
危
機
管
理
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
源
の
多
様
化
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
の
向
上
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
分
野
に
お
け
る
安
全
保
障
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
施
策
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
代
替
又
は
貯
蔵
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
の
信
頼
性
及
び
安
定
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
施
策
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
へ
の
適
合
）

第
三
条
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
つ
い
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
、
太
陽
光
、
風
力
等
の
化
石
燃
料
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
へ
の
転
換
及
び
化
石
燃
料
の
効
率
的
な
利
用
を
推
進
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、

地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
域
環
境
の
保
全
が
図
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
を
実
現
し
、
併
せ
て
循
環
型
社
会
の
形
成
に
資
す
る
た
め
の
施
策
が
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
市
場
原
理
の
活
用
）

第
四
条
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場
の
自
由
化
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
経
済
構
造
改
革
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
の
政
策
目
的
を
十
分
考
慮
し
つ
つ
、
事
業
者
の
自
主
性
及
び
創
造
性
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
者
の

利
益
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
規
制
緩
和
等
の
施
策
が
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
責
務
）

第
五
条
　
国
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実

施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
　
国
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
物
品
を
使
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
六
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
方
針
に
の
っ
と
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
し
、
国
の
施
策
に
準
じ
て
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
区
域
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
　
地
方
公
共
団
体
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
物
品
を
使
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
七
条
　
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
際
し
て
は
、
自
主
性
及
び
創
造
性
を
発
揮
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
な
利
用
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給
並
び
に
地
域
及
び
地
球
の
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に

努
め
る
と
と
も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
国
民
の
努
力
）

第
八
条
　
国
民
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
使
用
の
合
理
化
に
努
め
る
と
と
も
に
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
相
互
協
力
）

第
九
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
並
び
に
事
業
者
、
国
民
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る
民
間
の
団
体
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
し
、
相
互
に
、
そ
の
果
た
す
役
割
を
理
解
し
、
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
十
条
　
政
府
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
、
財
政
上
又
は
金
融
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
会
に
対
す
る
報
告
）

第
十
一
条
　
政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
の
概
況
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
）

第
十
二
条
　
政
府
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
の
長
期
的
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

二
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
し
、
長
期
的
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

三
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
を
長
期
的
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
重
点
的
に
研
究
開
発
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
技
術
及
び
そ
の
施
策

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
を
長
期
的
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
を
、
速
や
か
に
、
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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５
　
政
府
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
、
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
施
策
の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
踏
ま
え
、
少
な
く
と
も
三
年
ご
と
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
に
は
、
こ
れ
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７
　
政
府
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
関
し
必
要
な
資
金
の
確
保
を
図
る
た
め
、
毎
年
度
、
国
の
財
政
の
許
す
範
囲
内
で
、
こ
れ
を
予
算
に
計
上
す
る
等
そ
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
協
力
の
推
進
）

第
十
三
条
　
国
は
、
世
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
の
安
定
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
伴
う
地
球
温
暖
化
の
防
止
等
の
地
球
環
境
の
保
全
に
資
す
る
た
め
、
国
際
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
関
及
び
環
境
保
全
機
関
へ
の
協
力
、
研
究
者
等
の

国
際
的
交
流
、
国
際
的
な
研
究
開
発
活
動
へ
の
参
加
、
国
際
的
共
同
行
動
の
提
案
、
二
国
間
及
び
多
国
間
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
協
力
そ
の
他
の
国
際
協
力
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
知
識
の
普
及
等
）

第
十
四
条
　
国
は
、
広
く
国
民
が
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
情
報
の
積
極
的
な
公
開
に
努
め
る
と
と
も
に
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
団
体

の
活
用
に
配
慮
し
つ
つ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
啓
発
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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